
基 本 的 項 目 (A) 4,551

評 価 差 額 金 ( 評 価 益 ) 等 49

金融商品取引責任準備金等 51

補 完 的 項 目 一 般 貸 倒 引 当 金 0

そ の 他 0

計 (B) 100

控 除 資 産 (C) 646

控 除 後 自 己 資 本
(A)＋(B)-(C)

市 場 リ ス ク 相 当 額 26

リ ス ク 相 当 額 取 引 先 リ ス ク 相 当 額 55

基 礎 的 リ ス ク 相 当 額 787

計 (E) 869   

自己資本規制比率 (D)／(E)×100 460.7%

（注）

金融商品取引法施行以前の法令

（証券取引法第52条第1項）

証券会社の自己資本規制に関する内閣府令

（金融先物取引法第82条第1項）

金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令

(D) 4,006

スタ－為替証券株式会社

上記は金融商品取引法第46条第6項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」の定めにより算出したものであります。

スタスタスタスタ－－－－為替証券為替証券為替証券為替証券のののの自己資本規制比率自己資本規制比率自己資本規制比率自己資本規制比率

（単位：百万円）
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